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序章 はじめに 

１．計画策定の背景と目的 

蒲郡市では、住生活基本法に基づき、「潮風とみどりあふれる快適な住まい・まちづく

り」を基本方針とする「蒲郡市住宅マスタープラン（住生活基本計画）（以下、「旧計画」

という）」を平成 22年 3月に策定しました。 

恵まれた自然・多様な地域空間の活用や高齢社会に備えた良好な地域社会の維持、市街

地環境の改善などの課題に対して、誰もが安心して住み続けることができるように「ぬく

もりとふれあい」がある環境を整えることや、蒲郡ならではのライフスタイルを求める人

の居住を受け入れる「ふれあいのある住みたくなるまちづくり」により、持続性の高い都

市をめざして住宅政策を進めてきました。 

しかしながら、策定から１０年が経過し、この間、人口減少社会や超高齢社会の進展が

本格化し、空家の社会問題化や自然災害の激甚化など、住宅を取り巻く環境は大きく変化

してきています。 

また、令和元年 12月に中国・武漢市で報告された新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）が世界的に猛威を振るい、日本でも感染拡大を予防するなかで、自宅で過ごす時間が

増えるとともに、企業のテレワークや在宅ワークの推進により働き方が大きく変わってき

ており、住まいに求められる機能の多様化が進んでいます。 

このような状況のなか、旧計画に位置付けられた施策の検証を行い、課題を整理したう

えで、近年の人口・世帯の動向や住宅事情等についての検討を踏まえて、住む人が愛着を

深め、夢と誇りを持ち続けられる住まい・まちづくりを推進するため、今後 10年間を見

通した新たな住宅政策の理念を明確に示すとともに、計画的な施策を展開するための計画

を策定しました。  
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愛知県 蒲郡市 国 

○ソフト面の充実による住生
活の向上、住宅ストックの管
理・再生、既存住宅流通等
の整備の推進などの視点
を踏まえて住生活基本計画
を改定（平成 23 年３月） 

 

○法に基づき、国民の住生活
の安定の確保及び向上の
促進に関する基本的な計
画として、住生活基本計画
（全国計画）策定 

（平成 18 年 9 月） 

住生活基本法 
（平成 18 年 6 月施行） 

○法に基づいた愛知県住生
活基本計画として「あいち
住まい・まちづくりマスター
プラン」を策定（平成 19 年
2 月） 

○蒲郡市住宅マスタープラン
（蒲郡市住生活基本計画）
策定（平成 22 年３月） 

○住生活基本計画（全国計
画）の改定とあわせて計画
の見直しを行い、「愛知県
住生活基本計画 2020」を
策定（平成 24 年 3 月） 

○国、愛知県の住生活基本計
画の改定を踏まえるととも
に、住宅ストックの現状の更
新、施策の進捗状況を整理
し、計画を見直し（平成 28
年 3 月） 

 

社会情勢の変化 
○全国的な人口減少や超高齢社会の進展が本格化し、住宅のニーズの変化、多様化が進展 
○熊本地震（平成 28年 4月）や北海道胆振東部地震（平成 30年 9月）等が大きな被害を
もたらし、本地域においても南海トラフ地震等への対応が大きな課題として顕在化 

○「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成 27年 2月）が施行され、適切な管理が行
われていない空家等への対策が必要 

〇新型コロナウイルス感染症により、自宅で過ごす時間が増えるとともに、テレワークや在
宅ワークなど、働き方が大きく変わり、住まいに求められる機能が多様化 

○住生活基本計画（全国計
画）を改定（平成 28 年 3
月）３つの視点（居住者、②
住宅ストック、③産業・地
域）から総合的かつ計画的
に施策を推進 

 

○「愛知県住生活基本計画
2025」を策定（平成 29
年 3 月）住まい・まちづくり
における状況の変化への対
応 

○蒲郡市住生活基本計画の
見直し 

・令和 2 年度に計画期間が満了 

・住生活を取り巻く環境の変化 

・国・愛知県の改定との整合 
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２．計画の位置付け 

本計画は、「第五次蒲郡市総合計画」を上位計画とし、本市の住宅政策を展開する上で

の指針となるものであり、本市の住まいと良好な住環境の形成を計画的に推進するための

住宅行政に関する最上位計画として位置付けられるものです。 

また、住生活基本法に基づく計画であり、「住生活基本計画（全国計画）」や「愛知県住

生活基本計画 2025」と整合を図るとともに、「第五次蒲郡市総合計画」に即し、「蒲郡市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「蒲郡市都市計画マスタープラン」、「蒲郡市第 8期

高齢者福祉計画」、「蒲郡市地域公共交通計画」等の本市の関連計画等との整合を図り策定

するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和 1２年度の１０年間とします。ただし、社会情勢

の変化や国の制度改正等を踏まえて、必要に応じて中間期を目安として計画の見直しを行

います。 

 

 

計画期間：令和３年度から令和 12年度まで 

 

住生活基本計画 

（都道府県計画） 

蒲郡市総合計画 

（上位計画） 

住生活基本計画 

（蒲郡市） 

 蒲郡市営住宅長寿命化計画 

 蒲郡市空家等対策計画 

 蒲郡市耐震改修促進計画 

住生活基本計画 

（全国計画） 

関連計画（個別計画） 

＜地方創生＞ 

蒲郡市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
 

＜都市計画・景観＞ 

 蒲郡市都市計画マスタープラン 

 蒲郡市立地適正化計画 

 蒲郡市景観計画 
 

＜福祉＞ 

 蒲郡市地域福祉計画 

蒲郡市高齢者福祉計画 

 蒲郡市障害者計画 

 蒲郡市子ども・子育て支援事業計画 
 

＜地域公共交通＞ 

 蒲郡市地域公共交通計画    等 
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第１章 蒲郡市の概況 

（１）蒲郡市の位置・地勢 

本市は、本州のほぼ中心に位置し、渥美半島、知多半島の２つの大きな半島に囲われて

います。名古屋からおおむね 50㎞圏内と大都市圏の一翼を成し、海・山の自然が豊かで、

温暖な気候でもあり、三河湾沿岸で快適に暮らすことができる市街地を形成しています。 

古くは、漁業が点在して発展し、地場産業として、織物・繊維ロープ工業が発展したた

め、住宅と工場の混在が目立つのが特徴ですが、近年では蒲郡駅周辺の整備により都市と

しての風格を高めてきています。 

 

蒲郡市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 蒲郡市 
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（２）交通利便性 

交通利便性は、ＪＲ名古屋駅までは約４０分、国道 23号は幹線道路として東名高速道

路音羽蒲郡インターチェンジまでオレンジロードで直結されており、都市と結ばれており、

伊勢湾岸自動車道の整備により、中部国際空港へのアクセスが良好になっています。 

 

蒲郡市の交通ネットワーク図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 蒲郡市地域公共交通計画 

蒲郡市の公共交通路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 蒲郡市地域公共交通計画 
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（３）立地適正化計画による誘導区域 

立地適正化計画は、これまで都市計画の中で明確には位置づけられてこなかった民間施

設を含めた各種都市機能に着目し、都市計画に位置づけることで、その「魅力」を活かし

ながら、居住を含めた都市の活動を誘導するための新たな仕組みを構築するものです。 

 本市では、公共交通や都市機能施設が利用しやすい居住地の形成を図り、各拠点で必要

な都市機能を確保するため、立地適正化計画において、居住誘導区域と都市機能誘導区域

を設定しています。 

 

居住誘導区域・都市機能誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 蒲郡市立地適正化計画 

 

  



7 

 

（４）蒲郡市人口の将来指標 

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の平成 30 年の推計によると、令和 42 年の東

三河の人口は、前回推計（平成 25 年）より若干の改善が見られましたが、依然として長期減

少傾向にあります。 

人口ビジョンにおいて、合計特殊出生率の上昇、定住人口の増加を図り、令和 42 年

（2060 年）の目標人口を 61,000 人と設定しています。 

平均世帯人員は減少傾向にあり、計画目標年次である 2030 年には、人口 74,635 人、

世帯数 32,866 世帯になると予測されます。 

 

蒲郡市の総人口の将来見通し 

 

 

 平成22年 平成27年 令和２年 令和７年 令和12年 備考 

①人口 82,249 80,973 79,179 77,005 74,635 人口ビジョンにおける目標値 

②世帯数 28,864 29,950 30,998 31,948 32,886 ①／③ 

③平均世帯人員 2.85 2.71 2.55 2.41 2.27 
2010，2015 は国勢調査による数値、

2020 以降はトレンドによる推計値 

                          資料 蒲郡市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 

 

 

 
社人研推計値 
約 53,000 人 

蒲郡市 
令和 42 年の目標人口 

約 61,000 人 
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第２章 住宅・住環境等に係る課題 

１．様々な世帯ニーズに関する課題 

課題１ 高齢者や障がい者が安心して暮らし続けることができる住宅・住環境の整備 

【現況】 

・近隣市と比較しても高齢者の割合が高く、高齢夫婦世帯や単身高齢者世帯が増加しており、

今後もさらに高齢化が進むと想定されます。一方で、「高齢者のための設備がある」住宅の

割合は低くなっています。そのため、高齢者の方が暮らしやすい住宅の供給や安心して暮らす

ことのできるまちづくりが必要です。 

 

年齢別人口の推移 

 
 

資料 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

年齢別人口、周辺市町との比較 

 
                            

資料 総務省「平成 27年国勢調査」  
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高齢者の居住状況の推移 

 

 
 

資料 総務省「国勢調査」 

 

 

高齢者のための設備の設置状況 

 
 

資料 総務省「住宅・土地統計調査」 
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・手帳所持者数及び自立支援医療受給者数は、年々増加しており、多様な居住の場の確保や

総合的な生活支援の充実が求められています。 

 

障がい者数の推移と推計 

 

 
 

資料 蒲郡市 

※手帳保持者数は、身体障害者手帳保持者、療育手帳保持者、精神障害者保健福祉手帳保持者の合計です。 
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【アンケート調査結果】 

・住宅やその周りの居住環境の満足度では、「高齢者・障がい者等のための福祉環境」の満

足度が低くなっています。そのため、高齢者・障がい者のための居住支援などの取組につい

て強化する必要があります。 

 

住宅やその周りの居住環境の満足度（一般市民アンケート調査） 
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・蒲郡市に力を入れて欲しい取組では、「若者や子育て世帯の定住が進むような支援や施策

の推進」に次いで「高齢者や障がい者などが安心して居住できるような施策の推進」、「市

内循環バスなど交通網の充実」が多くなっています。 

 

蒲郡市に力を入れてほしい取組（一般市民アンケート調査） 
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・居住地域における問題や課題では、町内会等の役員のなり手・担い手が少ないに次いで、

「住民同士のまとまりや助け合いが少なくなってきている」が多く、蒲郡市社会福祉協議会に、

今後特に力を入れてほしい取り組みは、「介護サービス・介護予防サービス」に次いで、「地

域における支え合いや見守り活動」が多くなっています。しかし、支え合いの地域づくりの取

組を知らない人が多くなっています。 

 

居住地域の問題や課題（蒲郡市地域福祉の推進に関するアンケート調査） 
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蒲郡市社会福祉協議会に力を入れてほしい取組（蒲郡市地域福祉の推進に関するアンケート調査） 

 
 

支え合いの地域づくりの取組の認知状況（蒲郡市地域福祉の推進に関するアンケート調査） 

 
 

【課題】 

○今後増加が見込まれる高齢者や障がい者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けること

ができるよう、バリアフリー化や公共交通の維持などの住宅・住環境の整備が求められてい

ます。 

〇高齢者が住み慣れた地域で末永く暮らせるように、生活支援サービスや住民同士の支え合

いなどによる地域づくりが求められています。 
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課題２ 若年世代が、子育てしやすく、住み続けられる住環境の整備 

【現況】 

・平成 17 年から平成 27 年にかけて、65 歳以上が増加しており、39 歳以下は減少していま

す。40～54 歳が増加傾向にあることから、20 年後の 2040 年にはさらに高齢化が進むと

予想されます。また、周辺市と比較して、49 歳以下の人口が少なくなっています。 

 

年齢階層別人口の推移 

 
資料 総務省「国勢調査」  

 

              年齢階層別人口の周辺市との比較 

 
資料 総務省「平成 27年国勢調査」  
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・近隣市と比較して合計特殊出生率が低くなっています。 

 

市町村別合計特殊出生率 

 
資料 厚生労働省「2008～2012年人口動態保健所・市区町村別統計の概況 

 

【アンケート調査結果】 

・今後の定住意向では、「20、30 歳代」で住み替えを求める人が多い傾向にあり、住み替え

る理由では、「土地または住宅を購入したため」、「子育てをする環境を良くするため」が多く、

「仕事・学業のため」、「住宅が狭い、間取りが悪いため」、「家賃が高いため」も理由の上位

となっています。 

今後の定住意向、年代別（一般市民アンケート調査） 

 
 

住み替える理由、年代別（一般市民アンケート調査） 

 

蒲郡市 豊橋市 岡崎市 豊川市 西尾市 幸田町

1.43 1.59 1.63 1.62 1.58 1.77
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・子育てに必要な住宅や周辺環境では、「20、30 歳代」で、「まわりの通路の歩行時の安全

性」、「子どもの遊び場、公園など」を求める声が多くなっています。 

 

子育てに必要な住宅や周辺環境、年代別（一般市民アンケート調査） 
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・蒲郡市の魅力として、「20、30 歳代」で、「保育・子育てサービスが充実している」と回答して

いる人はいるものの、蒲郡市に力を入れて欲しい取組では、「若者や子育て世帯の定住が進

むような支援や施策の推進」、「道路や公園などの住環境整備の推進」を求める声が多いこ

とから、子育て世代対象の支援や住環境の整備を推進していくことが求められています。 
 

蒲郡市の魅力、年代別（一般市民アンケート調査） 
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蒲郡市に力を入れてほしい取組（一般市民アンケート調査） 

 
 

  

【課題】 

○若者の流入を促進するとともに、流出を防止する取組が求められます。 

○若年世帯の定住促進に向けて、子育ての視点に重点を置いた住宅・住環境の整備が求めら

れています。 
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２．安全・安心な生活に関する課題 

課題３ 安全安心な住宅・住環境の整備 

【現況】 

・今後 30 年以内に高い確率で南海トラフ地震が発生すると予測されており、地震対策などを

進める必要があります。 

震度分布「過去地震最大モデル」による想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 愛知県「平成 23年度～平成 25年度 愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等の被害予測調査」 

 

浸水想定域「過去地震最大モデル」による想定 

資料 愛知県「平成 23年度～平成 25年度 愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等の被害予測調査結果」 
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・住宅の耐震化率は平成２３年から増加しているが、構造別にみると、木造住宅の耐震化率は

51.7%、非木造住宅の耐震化率は 93.4%となっているため、木造住宅の耐震化の推進が

求められます。 

耐震化状況の推移 

 
資料 蒲郡市耐震改修促進計画 

 

  【アンケート調査結果】 

・蒲郡市の魅力では、「洪水や土砂災害など災害の心配が少ない」と答えた人が多い一方、

住宅やその周りの居住環境の満足度では、「地震や風水害の時の安全性」が低く、年代別

では、全世代の半数程度が「やや不満」、「不満」と感じています。 

 

蒲郡市の魅力（一般市民アンケート調査） 

  



22 

 

 

 

住宅やその周りの居住環境の満足度（一般市民アンケート調査） 

 
 

 

地震や風水害の時の安全性に対する満足度、年齢別（一般市民アンケート調査） 
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・現在の住宅に住んだ時期では、「60 歳代以上」で「昭和 50 年代」以前の住宅の割合が高

く、蒲郡市の魅力では、「洪水や土砂災害などの災害の心配が少ない」が高くなっています。

また、現在の住まいの耐震性能においても、古い建物だが問題はないと感じていたり、地震に

備えた補強や耐震改修を必要だが実施しないとの回答もあり、災害に対する危機感を持っ

ている人が少ないと考えられることから、災害に対する備えが必要となります。 

 

現在の住宅に住んだ時期（立て替えた場合は建て替え時）、年齢別（一般市民アンケート調査） 

 

 
 

 

蒲郡市の魅力、年代別（一般市民アンケート調査） 
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現在の住まいの耐震性能、年齢別（一般市民アンケート調査） 

 

 
 

【課題】 

○激甚化する自然災害に備え、災害に対する意識啓発を行うとともに、安心して安全に住むこ

とのできる住宅・住環境の整備が求められています。 
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課題４ 市営住宅の計画的な維持・管理と住宅セーフティネットの強化 

【現況】 

・市営住宅については、老朽化が進んでおり、入居者は、70 歳以上が多く、居住人数は 1 人

（単身）が増加しています。また、外国人の入居者も多く、全入居世帯の約４分の１が外国人

の世帯となっています。 

市営住宅の管理状況 

 
資料 蒲郡市（平成 31年 4月 1日現在） 

 

市営住宅の世帯主年齢別世帯数の推移 

 
資料 蒲郡市 

住宅名 棟 所　在　地 建設 構造 戸 数 面積 間取 備    考

５４ 71.98 ３ＤＫ

２ 70.80 ３ＤＫ  身体障害者向

４ 63.16 ２ＤＫ  高齢者世帯向

１０ 55.21 ３ＤＫ

１０ 49.70 ２ＤＫ  ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

Ａ 大塚町大門１０番地１ S48 中耐四 ３２ 46.69  ３Ｋ

Ｂ 大塚町大門１０番地２ S49 中耐四 ３２ 46.69  ３Ｋ

Ｃ 大塚町大門１０番地３ S49 中耐四 ２９ 46.69  ３Ｋ

Ｃ 大塚町大門１０番地３ S49 中耐四 ３ 46.69  ３Ｋ 高齢者世帯向

Ａ 豊岡町白山３１番地６ H2 中耐四 １６ 62.72 ３ＤＫ

Ｂ 豊岡町白山３１番地６ H4 中耐四 １６ 62.72 ３ＤＫ

Ｃ 豊岡町白山４８番地１４ H6 中耐四 ３２ 70.24 ３ＤＫ

力　川 1 三谷北通五丁目１７１番地 S49 中耐三 １２ 41.77  ３Ｋ

S27 簡耐二 ８ 47.50  ３Ｋ

S28 簡耐二 １０ 47.50  ３Ｋ

大　宮 8 宮成町６番・７番 S34 木造平 １６ 28.62  ２Ｋ

月　田 5 竹谷町月田６２番地 S29 木造平 ８ 28.17  ２Ｋ

S37 木造平 ２５ 31.35  ２Ｋ

S38 木造平 １０ 31.35  ２Ｋ

S39 木造平 ８ 31.35  ２Ｋ

S40 簡耐平 ５ 31.75  ２Ｋ

Ａ 形原町北浜９番地 S57 中耐四 ２４ 64.16 ３ＤＫ

Ｂ 形原町北浜９番地 S57 中耐四 ２４ 64.16 ３ＤＫ

 　　　　　管 理 戸 数 計

募集停止

鹿　島 40 鹿島町岡２０番地

北　浜

 　　　　　　 ３９０戸

大　塚

白　山

貴　船 5 宮成町１２番４号

丸　山

Ａ 大塚町丸山６０番地 H９ 高耐十

Ｂ 大塚町丸山６０番地 H９ 中耐四
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市営住宅の居住人数別世帯数の推移 

 
資料 蒲郡市 

 

 

・蒲郡市の外国人居住者は、増加傾向にあり、今後も増加が予想されます。 

 

外国人居住者の推移 

 
資料 蒲郡市 

 

  



27 

 

【アンケート調査結果】 

・外国人の居住状況では、近所に外国人が住んでいると回答した住民において挨拶や会話を

する人が少なく、騒音やゴミ出しなどでトラブルになっている人もいます。また、外国人アンケ

ート調査において、現在の家を探す際に困ったことでは、「家賃が高くて借りられない」、「不

動産屋で入居を断られたことがある」人がいます。 

 

外国人の居住状況（一般市民アンケート調査） 

 
 

現在の家を探す際に困ったこと（外国人アンケート調査） 
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・市営住宅の室内の設備で希望することでは、設備の改善や部屋のリフォームを求めており、

将来求める市営住宅では、「高齢者が静かにのんびりと過ごせる市営住宅」、「新しい機能

の整った市営住宅」を求めていることから、計画的なバリアフリー化等の改修の実施などが

求められます。 

市営住宅の室内の設備で希望すること（市営住宅入居者アンケート調査） 

 
将来求める市営住宅（市営住宅入居者アンケート調査） 

 

【課題】 

○今後、増加が予想される高齢者、外国人等の住宅確保要配慮者全体をカバーするため、誰

もが安心して暮らせるように、空家の活用や入居を拒まないセーフティネット住宅の登録など

を推進していくことが求められます。 

○市営住宅においては、外国人入居者が増えることが予想されることから、市営住宅のルール

などの多言語リーフレットの作成や日本語教室の案内、団地内のコミュニケーション環境を

整えるための支援が必要となります。 
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３．住宅に関する課題 

課題５ 空家の適正管理と有効活用 

【現況】 

・空家は今後増加していくことが予想されるため、空き家の利活用を促進していくことが求めら

れます。また、地域の景観や住環境を維持するためには、空き家の発生を抑制することが求

められます。 

空家数の推移 

 
                          資料 総務省「住宅・土地統計調査」 

 

空家数の種類 

 

 
                          資料 総務省「住宅・土地統計調査」 
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【アンケート調査結果】 

・空家に対する不満や問題、困っていることでは、近隣の空家に対する不安を持っている人が

いることから、対策を講じる必要があります。また、多くの人が「今は所有していないが、対策

が分からない」と回答しています。今後、所有する場合に不安を感じている人が多いため、今

から活用策を知ってもらう取組が必要となります。 
 

空き家に対する不満や問題、困っていること、中学校区別（一般市民アンケート調査） 
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・蒲郡市に力を入れて欲しい取組では、「中古住宅や空家など既存住宅の活用の推進」を望

む方が、全世代で多くみられます。 
 

蒲郡市に力を入れてほしい取組、年代別（一般市民アンケート調査） 

 
 

 

【課題】 

○空家については、景観や防災・防犯など、住環境に悪影響を及ぼすおそれもあることから、今

後の増加を見据えた早期対策が求められています。 

○利活用可能な空家については、地域資源として、地域活力の維持・向上に向けて有効活用し

ていくことが求められます。 
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課題６ 質の高い住宅とニーズに応じた住宅・住環境の整備 

【現況】 

・近隣市と比較しても高齢者の割合が高くなっており、今後もさらに高齢化が進むと想定され

ます。一方で、「高齢者のための設備がある」住宅の割合は低くなっています。そのため、高齢

者の方が暮らしやすい住宅の供給や安心して暮らすことのできるまちづくりが必要です。 

 

高齢者のための設備の設置状況 

 
 

                          資料 総務省「住宅・土地統計調査」 

 

 

・住宅用地球温暖化対策設備導入費の補助等を行っており、各種制度の周知機会の拡大や

活用の推進を図り、環境にやさしいライフスタイルを普及させていくことが求められます。 

 

蒲郡市の住宅用地球温暖化対策設備等導入費補助 

 

     
                          

 資料 蒲郡市 

 

  

太陽熱利用システム 自然循環型、強制循環型いずれも対象

家庭用エネルギー管理システム

(ＨＥＭＳ)

家庭での電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの「見える化」

を図るとともに、機器の電力使用量などを調整する制御機能を有

するもの

家庭用燃料電池システム

(エネファーム)

燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、

ＬＰガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反

応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの

リチウムイオン蓄電池システム 
国が実施する「定置用リチウムイオン蓄電池導入支援に係る

補助事業」の補助対象に指定されているもの

電気自動車等（電気自動車又はプラ

グインハイブリッド自動車）充給電

設備

・電気自動車等から住宅へ電力の供給ができるもの

・国が実施する「次世代自動車インフラ整備促進に係る補助事業」

　の補助対象に指定されているもの
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【アンケート調査結果】 

・旧計画では、住宅の供給に重点をおいて施策を展開してきました。その結果、住宅に関して

は、「住宅の広さや間取り」、「日当たり・風通し」、「台所・浴室・トイレの設備または使い勝手」

の満足度は高くなっています。しかし、住宅やその周りの居住環境の満足度では、「バリアフリ

ーへの対応」や「省エネ対策等の環境の配慮」では満足度が低くなっています。 

 

住宅やその周りの居住環境の満足度（一般市民アンケート調査） 
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・全体では、「車や人があまり通らず、静かでよい」が 42.1％、「道幅が狭いので、通行に不 

便を感じる」が 22.1％、「自動車がすれちがうことができない」が 21.1％となっています。 

 

住まいの前面道路について（一般市民アンケート調査） 
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・今後の定住意向では、「20、30 歳代」で住み替えを求める人が多い傾向にあり、住み替え

る理由では、「土地または住宅を購入したため」、「子育てをする環境を良くするため」、「仕

事・学業のため」、「住宅が狭い、間取りが悪いため」、「家賃が高いため」と理由は様々です。 

 

今後の定住意向、年代別（一般市民アンケート調査） 

 

 
 

 

今後の定住意向における住み替える理由、年代別（一般市民アンケート調査） 
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・老後に暮らしたい住まいでは、「子どもたちと同居または近居での住まい」が２番目に多く、

同居近居に対し一定のニーズが予想されます。 

 

老後に暮らしたい住まい（一般市民アンケート調査） 
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・外国人アンケートの蒲郡市に期待することでは、「家賃の安い住宅や空家などを紹介してほ

しい」と回答した人が多く、空家を含めた良好な住宅の供給が求められます。 

 

蒲郡市に期待すること（外国人アンケート調査） 

 

 
 

【課題】 

○既存住宅ストックの流通、活用型社会へと転換していくため、質の高い住宅形成が求められ

ています。 

○住宅に対するニーズが多様化してきており、ライフスタイルにあわせた住宅・住環境の整備が

求められています。 
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４．蒲郡の活性化に関する課題 

課題７ 蒲郡市の特性を活かしたまちづくり 

【現況】 

・都市機能施設や人口は、蒲郡駅や三河三谷駅、形原駅等の鉄道駅周辺に集中しており、利

便性が高く比較的コンパクトな拠点が形成されていることから、今後もこれを維持していきま

す。 

都市機能施設の集積状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 蒲郡市立地適正化計画 
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平成 27年総人口の分布（500ｍメッシュ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 蒲郡市立地適正化計画 

 

 

 

・就業者数は、平成 7 年から平成 27 年にかけて減少しています。また、観光地の利用者数は、

近年は減少傾向にあります。 

 

産業別就業者数の推移 

 

 
 

資料 総務省「国勢調査」 

 

 

 

凡例 

人口 

80人/ha以上 
（2,000人以上） 

 
 

60人/ha以上80人/ha未満 
（1,500人以上2,000人未満） 

 

40人/ha以上60人/ha未満 
（1,000人以上1,500人未満） 

 

30人/ha以上40人/ha未満 
（750人以上1,000人未満） 

20人/ha以上30人/ha未満 
（500人以上750人未満） 

 
 

10人/ha以上20人/ha未満 
（250人以上500人未満） 

 

10人/ha未満 
（250人未満） 
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年間観光地利用者数の推移 

 
 

資料 蒲郡市 
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【アンケート調査結果】 

・蒲郡市の魅力として、「海や山など自然を楽しむことができる」が 58.3％、「海や山の幸が

美味しく充実している」が 28.4％と多くなっています。 

 

蒲郡市の魅力（一般市民アンケート調査） 
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・通勤・通学先では、「50 歳代」以下で蒲郡市外と回答された方が半数程度、住み替えの意

向については、「40 歳代」の約７割が市外への住み替えを希望しています。 

 

通勤・通学先、年代別（一般市民アンケート調査） 

 

 
 

今後の定住意向における住み替え先の候補、年代別（一般市民アンケート調査） 
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・蒲郡市に力を入れて欲しい取組として、「企業立地などによる雇用の拡大施策の推進」を求

める声もあることから、それらも踏まえた取組が必要となります。 

 

蒲郡市に力を入れてほしい取組、年代別（一般市民アンケート調査） 

 

 
 

 

【課題】 

○本市の魅力である海や山などの自然環境や、駅周辺の交通利便性が高く、都市機能が集

積した良好な居住環境など、蒲郡市の特性を活かしたまちづくりを進めていくことが求めら

れています。 
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第３章 住まい・まちづくりの基本方針 

 

１．住まい・まちづくりの基本理念 

（１）基本理念 

第五次蒲郡市総合計画の基本構想では、将来都市像を「豊かな自然とあふれる笑顔 一

人ひとりが輝き つながりあうまち 蒲郡」と定めており、豊かな自然や美しい三河湾の恵み、

恵まれた地理的条件の中で、先人たちのたゆまぬ努力により発展してきた社会・産業・文化な

ど調和のとれた豊かな地域として、市民一人ひとりがまちに誇りと愛着を持つとともに、市民・

事業者・行政が一体となったまちづくりを推進し、市民一人ひとりが輝き、希望と幸せを実感で

きるまちを実現するための総合的な施策を展開します。 
※ 第五次総合計画の文章、基本理念は、事務局の素案で、これから審議する内容です。 

 

本市は、名古屋都市圏という至便な位置にありながら、海・山の自然に恵まれた三河湾国

定公園の中心にある都市であり、市民にとって比較的便利で良質な居住環境が形成されて

います。 

一方、住まい・まちづくりを取り巻く社会情勢は著しく変化しており、人口減少社会や超高齢

化社会の進展が本格化し、単身世帯や子育て世帯、外国人世帯の増加等による生活様式の

多様化、災害に対する不安の高まり、地球環境問題の深刻化等、様々な課題への対応が求め

られています。 

住まいは、市民一人ひとりの生活基盤であるとともに、都市やまち並みの重要な構成要素と

もなっています。 

 

これらのことを踏まえ、本計画では、恵まれた自然環境と産業の特性を活かしながら、市民

と行政をはじめ、多様な主体と連携しつつ、市民が安心・快適に居住できる住環境を整え、長

く住み続けられるまちづくりを目指して「豊かな自然とともに安心・快適に住み続けられるまち

づくり」を基本理念とし、多岐にわたる分野と連携した住まい・まちづくり政策を展開することと

します。 

 

 

 

    【住まい・まちづくりの基本理念】 

 

豊かな自然とともに安心・快適に住み続けられるまちづくり 
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（２）基本方針 

住宅・住環境等に係る課題に対応し、基本理念を実現するための目指す方向性として、以下

の３つの基本方針を柱とし、住まい・まちづくりの基本目標を定めます。 

 

基本方針１ 誰もが住み慣れた地域で安全安心に暮らす 

〇若い世帯、子育て世帯、高齢者世帯、障がい者世帯、外国人世帯など、誰もが安心して暮らせ

る居住環境を形成するとともに、居住支援や相談支援などの施策を進めます。 

〇若年世帯、子育て世帯の人口流入・定住を促進するための施策を進めます。 

〇住宅確保要配慮者に対して、セーフティネットの重要な役割を担う市営住宅の適正な維持・管

理を行うとともに、住宅セーフティネットの強化に向けた施策を進めます。 

〇南海トラフ地震等の災害に対して、安全性の高い住まいや住環境を推進する施策を進めます。 

〇市民が各種災害に巻き込まれないために、ハザードマップなどの避難等に関わる情報の周知

や災害被害の軽減に向けた施策を進めます。 
 
基本目標１ 世帯のニーズに合った住まい方への対応 

基本目標２ 住宅確保要配慮者の居住の安定確保 

基本目標３ 災害に備える住まい・まちづくり 

 

基本方針２ 住み継がれる住宅・住環境の整備 

〇空家の活用と危険な空家の適正な管理や除却、発生の抑制を進めるとともに、市民や民間に

よる活用の促進に向けた施策を進めます。 

〇安心して住み続けられる質の高い住宅形成を図るとともに、世帯構成等によって異なるニーズ

に応じた住まい方が選択できるような施策や、環境に配慮した住まいを促進する施策を進め

ます。 

〇誰もが安心して暮らし、気軽に外出することができるような住環境の整備を図ります。 

 

基本目標４ 空家の流通促進と発生の抑制 

基本目標５ 質の高い住宅とニーズに応じた住宅・住環境の整備 

 

基本方針３ 蒲郡の魅力を高めるまちづくり 

〇蒲郡市の海と山を望む豊かな自然環境や鉄道・幹線道路の利便性、鉄道駅周辺に居住・都

市機能が集積したコンパクトな都市構造等の特性を活かし、都市としての魅力を高めるととも

に、企業誘致など雇用の場の充実を図り、市外からも住んでみたいと思う住環境を創出する

ための施策を進めます。 

〇蒲郡市の地域資源を活かした暮らしに関する情報を発信し、定住を促進する施策を進めます。 
 
基本目標６ 蒲郡の魅力を活かしたまちづくり 
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住生活に係る課題 

 

２．施策体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念・基本方針 

 

基本目標 

 

誰もが住み慣れた地域で

安全安心に暮らす 

課題１ 

高齢者や障がい者が安心して 
暮らし続けることができる住宅・
住環境の整備 

豊かな自然とともに 

安心・快適に 

住み続けられるまちづくり 

住み継がれる住宅・

住環境の整備 

基本方針１ 

基本方針２ 

基本方針３ 

蒲郡の魅力を 

高めるまちづくり 

基本目標１ 世帯のニーズに合った住まい方
への対応 

 高齢者世帯、障がい者世帯、若年世帯、子育て世帯、
外国人世帯など、誰もが安心して暮らせる居住環境を形
成するとともに、居住支援や相談支援などの施策を進め
ます。 
また、若年世帯、子育て世帯の人口流入・定住を促進

するための施策を進めます。 

基本目標２ 住宅確保要配慮者の居住の安定
確保 

 住宅確保要配慮者に対して、セーフティネットの重要な
役割を担う市営住宅の適正な維持・管理を行うとともに、
住宅セーフティネットの強化に向けた施策を進めます。 

基本目標３ 災害に備える住まい・まちづくり 

 南海トラフ地震等の災害に対して、安全性の高い住ま
いや住環境を推進する施策を進めます。 
 また、市民が各種災害に巻き込まれないために、ハザ
ードマップなどの避難等に関わる情報の周知や災害被
害の軽減に向けた施策を進めます。 

基本目標４ 空家の流通促進と発生の抑制 

基本目標５ 質の高い住宅とニーズに応じた
住宅・住環境の整備 

 空家の活用と危険な空家の適正な管理や除却、発生の
抑制を進めるとともに、市民や民間による活用の促進に
向けた施策を進めます。 

基本目標６ 蒲郡の魅力を活かしたまちづくり 

蒲郡市の海と山を望む豊かな自然環境や鉄道・幹線
道路の利便性、鉄道駅周辺に居住・都市機能が集積し
たコンパクトな都市構造等の特性を活かし、都市として
の魅力を高めるとともに、企業誘致など雇用の場の充実
を図り、市外からも住んでみたいと思う住環境を創出す
るための施策を進めます。 
また、蒲郡市の地域資源を活かした暮らしに関する情

報を発信し、定住を促進する施策を進めます。 

  安心して住み続けられる質の高い住宅形成を図るとと
もに、世帯構成等によって異なるニーズに応じた住まい
方が選択できるような施策や、環境に配慮した住まいを
促進する施策を進めます。 
 また、誰もが安心して暮らし、気軽に外出することがで
きるような住環境の整備を図ります。 
 

課題４ 

安全安心な住宅・住環境の整備 

課題５ 

空家の適正管理と有効活用 

課題７ 

蒲郡市の特性を活かした 

まちづくり 

課題３ 

市営住宅の計画的な維持・管理
と住宅セーフティネットの強化 

課題６ 

質の高い住宅とニーズに応じた
住宅・住環境の整備 

（１）高齢者、障がい者が安心して暮らせる住まい・まちづくり 
高齢者の生活支援体制の整備／高齢者入居施設等の情報提供／介護保険サービスによる住宅改修

支援事業／高齢者住宅等安心確保事業／障がい者の日常生活用具給付等事業／障がい者への理解

を深めるための研修・啓発の実施／障がい者の相談支援体制の充実 

（２）子育てしやすい住環境づくり 
住みやすい街の PRによる移住促進／子育て世帯の定住支援に向けた補助制度の充実／子育て支援

に関する情報提供／子育て相談の充実／子育て援助活動支援事業 

（３）外国人が住みやすい住環境づくり 
相互理解の促進（日本語教室・外国語教室の開催）／広報がまごおり（英訳版）発行／ 

外国人住民・共生協働ガイドブックの作成及び配布 

（４）住まいのニーズに応じた住宅の情報提供と相談支援の充実 
住宅に関する総合的な情報提供／不動産事業者による相談会／住宅情報窓口の充実／ 

空家の情報提供／高齢者入所施設等の情報提供（再掲） 

（５）高齢者や障がい者等の移動制約者の移動手段の確保 
既存の交通ネットワーク維持確保／支線バスの運行／高齢者タクシーチケットの配布 

（１）市営住宅の適正な維持管理 
市営住宅の長寿命化改善／市営住宅の住戸内改修／市営住宅の住戸内バリアフリー化改修 

（２）低所得者の居住の安定の確保 
民間事業者等と連携した新たな住宅セーフティネットの推進／民間賃貸住宅の賃貸人に対する住宅 

確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度の周知 

（１）防災性の高い住まいの整備 
民間住宅耐震診断の周知・実施／民間木造住宅耐震改修への支援／耐震不適格木造住宅の除却へ

の支援／低コスト耐震化工法の普及・啓発／木造住宅耐震シェルター設置への支援／道路等に面す

るブロック塀撤去費への支援／家具等転倒防止事業 

（２）災害に強いまちづくり 
防災に係る意識啓発の推進／自主防災組織の支援／ハザードマップの周知／ 

地区防災計画の作成支援／蒲郡市災害時要援護者支援事業 

（１）空家の利活用の推進 
「空き家バンク」の周知と利用促進／空家の情報提供（再掲） 

（２）空家の適正管理・予防 
空家セミナー・相談会の実施／空家等の適切な管理に対する所有者意識を高めるための啓発／ 

危険空家の解体への支援 

（１）世代を超えて長く使い続けることができる良質な住宅ストックの形成 

住宅リフォームに関する情報提供の充実／介護保険サービスによる住宅改修支援事業（再掲）／ 

障がい者の日常生活用具給付等事業（再掲） 

（２）環境に配慮した住まいづくり 
蒲郡市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金の実施 

（３）人にやさしいまちづくりの推進 

誰もが使いやすい公共施設の整備推進／人にやさしい歩道整備事業の推進 

（４）安心・安全な住環境の整備 
防犯カメラの設置推進／防犯啓発活動の実施／狭あい道路拡幅事業の推進／公園の整備推進 

（１）蒲郡の特性を活かしたまちづくり 
景観計画に基づく届出制度の適切な運用／立地適正化計画の推進／自然資源、地域資源を活かした

体験プログラムの推進／SNSやマスメディアを活用した情報発信／定住促進プロモーション 

（２）地域産業の活性化と定住促進 
市内企業の再投資推進及び市外企業の新規立地推進／中心市街地活性化促進事業に対する補助 

制度の実施／がまごおり創業支援ネットワークの周知、活用の促進／空き店舗の利活用制度の実施

検討／モノづくりパンフレットによる市内製造業 PR／企業紹介パンフレットによる市内企業 PR と人材

確保の推進 

課題２ 

若年世代が、子育てしやすく、 
住み続けられる住環境の整備 

 

施策の方向、取り組む施策 
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第４章 住まい・まちづくりの施策 

 

基本目標１ 世帯のニーズに合った住まい方への対応 

高齢者世帯、障がい者世帯、若年世帯、子育て世帯、外国人世帯など、誰もが安心して暮ら

せる居住環境を形成するとともに、居住支援や相談支援などの施策を進めます。 

また、若年世帯、子育て世帯の人口流入・定住を促進するための施策を進めます。 

 

（１）高齢者、障がい者が安心して暮らせる住まい・まちづくり 

〇本市は、近隣市と比較して高齢者の割合が高く、今後も高齢化が進むと想定されます。また、

高齢者夫婦のみの世帯、単身高齢者世帯の増加も見込まれることから、高齢者が住み慣れ

た地域で継続して暮らせるように、生活支援サービスや居場所づくりなどの支え合いの地域

づくりを推進します。 

〇高齢者が地域で生きがいを持って元気に暮らせるように、身近な場所で運動や交流活動が

できる「通いの場」の設置促進やボランティア活動を通して地域貢献できるよう支援するとと

もに、高齢者が在宅で安心して生活できるように、在宅支援サービスの充実及び各種高齢者

福祉サービスの充実を図ります。 

〇高齢者や障がい者が安心して安全な住宅に住み続けられるように、介護、福祉などの部門と

連携を図り、相談体制を充実するとともに、住宅のバリアフリー化や在宅の障がい者への手す

り、スロープ等の購入に対する補助など、ライフスタイルに応じた対策ができるように支援しま

す。また、高齢期に備えた早期のバリアフリー化などの自宅改修や住替え等を促す環境整備

に向けた対策を検討します。 

〇高齢者の安心な住まいを確保するため、公営住宅のシルバーハウジング（高齢者世話付住宅）

へ入居者の生活相談や安否確認などを行うライフサポートアドバイザー（生活援助員）の派

遣を行います。 

〇障がい者が安心して暮らせるように、障がいのある人への正しい理解の普及に努めるとともに、

蒲郡市障がい者支援センターや各種相談窓口、相談支援事業所と連携し、障がい者の暮ら

しや就労などライフステージに応じた切れ目のない総合的な相談支援体制の充実を図ります。 

〇障がいに応じて利用可能な福祉サービスや制度について、「障がい者ガイドブック しあわせ

事典」を配布し、周知を図ります。 

 

【主な取組施策】 

高齢者の生活支援体制の整備 

高齢者入所施設等の情報提供 

介護保険サービスによる住宅改修支援事業（資料４ 項番１の対応） 

障がい者の日常生活用具給付等事業（資料４ 項番１の対応） 

高齢者住宅等安心確保事業 

障がい者への理解を深める研修・啓発事業（資料４ 項番2の対応） 

障がい者の相談支援体制の充実 

      の部分が策定委員会における 

委員からの意見に対応する施策です。 
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（２）子育てしやすい住環境づくり 

〇本市は、近隣市と比較して 49 歳以下の人口が少なく、合計特殊出生率も低くなっています。

また、市外への転居を検討している子育て世帯もいるため、婚姻や移転等で市内で新たに生

活をスタートする世帯に対し、住みやすい街のＰＲによる移住促進や、子育て世帯の転入や住

宅取得などに対する補助制度を実施するなど定住促進を図ります。 

〇子育て世帯が安心して子育てができるように、子育て支援ガイドブック、子育て応援アプリ、ホ

ームページなど多様な手法による子育てに関わる情報の提供や、子育てに関する不安を軽減

するための相談体制と子育て期の家族を支援する相互援助組織であるファミリー・サポート・

センターの充実を図ります。 

 

【主な取組施策】 

住みやすい街のPRによる移住促進 

子育て世帯の定住支援に向けた補助制度の充実 

子育て支援に関する情報提供 

子育て相談の充実 

子育て援助活動支援事業 

 

（３）外国人が住みやすい住環境づくり 

〇外国人が安心して日常生活を送ることができるように、蒲郡市での暮らしに関する情報の提

供や、円滑なコミュニケーションに向けた日本語学習の機会の提供に加え、日本人市民に対

する多文化共生意識の醸成を行います。 

〇国籍に関係なく互いの文化や生活を理解し、互いに尊重して快適な地域社会を維持するため、

国際交流に取り組む団体の育成、共生支援、外国人材の受入支援及び活躍を促進します。 

 

【主な取組施策】 

相互理解の促進（日本語教室・外国語教室の開催） 

広報がまごおり（英訳版）発行 

外国人住民・共生協働ガイドブックの作成及び配布 
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（４）住まいのニーズに応じた住宅の情報提供と相談支援の充実 

〇世帯などの状況により住まいに関するニーズは大きく異なります。多様なニーズに応じた住ま

いに関する情報について、ホームページへの掲載、チラシ等による情報提供や、不動産関連団

体との連携による相談会を行うなど、相談窓口の充実を図ります。 

〇高齢者や障がい者が住まいに関する相談を身近にできるよう、介護、福祉などの部門と連携

を図るなど相談体制の充実を図ります。 

 

【主な取組施策】 

住宅に関する総合的な情報提供 

不動産関連団体との連携による相談会の実施 

住宅情報窓口の充実 

空家の情報提供 

高齢者入所施設等の情報提供（再掲） 

 

（５）高齢者や障がい者等の移動制約者の移動手段の確保 

〇市民や事業者等と連携した利用促進活動等を通じて、鉄道やバスを中心とした交通ネットワ

ークを維持するとともに、駅やバス停から遠く、公共交通サービスが提供されていない交通空

白地の解消のために支線バスの運行を行うなど、高齢者等が安心して移動できる環境を目

指します。 
 

【主な取組施策】 

既存の交通ネットワーク維持確保 

支線バスの運行 

高齢者タクシーチケットの配布 

 

〇関連する計画 

・蒲郡市高齢者福祉計画               ・蒲郡市障害者計画    

・蒲郡市子ども・子育て支援事業計画    ・蒲郡市地域公共交通計画  

・健康がまごおり２１ 
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基本目標２ 住宅確保要配慮者の居住の安定確保 

住宅確保要配慮者に対して、セーフティネットの重要な役割を担う市営住宅の適正な維持・

管理を行うとともに、住宅セーフティネットの強化に向けた施策を進めます。 

 

（１）市営住宅の適正な維持管理 

〇本市の市営住宅は昭和 27 年より住宅に困窮する低所得者に対し、良質な住宅を供給するこ

とを目的に建設されてきており、昭和 40 年代に大量に供給された住宅が改修時期を迎えて

います。 

〇改修により継続的に活用が可能な市営住宅については、外壁や屋根、給排水管の耐久性の

向上などの長寿命化改善や住戸・住棟設備等の改善などの住戸内改修、高齢者世帯等が

安全・安心して居住できるような住戸内バリアフリー化改修を実施し、居住性の向上を図るた

めの適正な維持・管理を行います。 

 

【主な取組施策】 

市営住宅の長寿命化改善 

市営住宅の住戸内改修 

市営住宅の住戸内バリアフリー化改修 

 

（２）低所得者の居住の安定の確保 

〇高齢者や障がい者、外国人等の賃貸住宅への入居にあたっては、保証人が確保できないた

め入居先が見つからないなど、住宅を探す段階での物件同行や契約など入居支援の担い手

の不足といった課題があります。 

〇住宅確保要配慮者の住宅の確保における理解と協力を求めるために、不動産業者等への啓

発促進を図ります。 

〇愛知県の住宅確保要配慮者居住支援協議会と連携し、居住支援法人や民間事業者に対し、

愛知県による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度の周知や受け入れに関する情報等

の提供を行うことで、入居を拒まないセーフティネット住宅への登録促進を図ります。 

 

【主な取組施策】 

民間事業者等と連携した新たな住宅セーフティネットの推進（資料４ 項番6の対応） 

民間賃貸住宅の賃貸人に対する住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度の周知 

（資料４ 項番6の対応） 

 

〇関連する計画 

・蒲郡市営住宅長寿命化計画 
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基本目標３ 災害に備える住まい・まちづくり 

南海トラフ地震等の災害に対して、安全性の高い住まいや住環境を推進する施策を進めます。 

また、市民が各種災害に巻き込まれないために、ハザードマップなどの避難等に関わる情報

の周知や災害被害の軽減に向けた施策を進めます。 

 

（１）防災性の高い住まいの整備 

〇東日本大震災の経験より、津波から逃げるためには、住宅が倒壊せず住宅の外に出られるこ

と、怪我せずに動けることが重要であることがわかりました。本市では、住宅の耐震化施策に

加え、減災化施策を位置付けて取組を進めています。 

〇令和 8 年度に耐震化率 71％を達成するために、住宅の耐震診断及び耐震改修の実施、耐

震性の無い木造住宅の除却に対する補助や税の優遇措置など支援施策の利用を進め、耐

震化の促進を図ります。 

〇耐震改修が進まない原因の一つとして、工事費の面で耐震診断の判定値を 1.0 以上にする

耐震改修が困難なことが挙げられていることから、住宅の全壊率が大きく低減される判定値

0.7 以上に改修する段階的耐震改修の費用についての補助や「愛知建築地震災害軽減シス

テム研究協議会」で研究・開発されている低コスト工法の普及、促進することで、住宅の所有

者がより容易に耐震化に取組めるよう図ります。 

〇手軽な費用で済む耐震シェルターの設置や倒壊の恐れのあるブロック塀の撤去、家具等の固

定による転倒防止の取組を推進していきます。 

 

【主な取組施策】 

民間住宅耐震診断の周知・実施 

民間木造住宅耐震改修への支援 

耐震不適格木造住宅の除却への支援 

低コスト耐震化工法の普及・啓発 

木造住宅耐震シェルター設置への支援 

道路等に面するブロック塀撤去への支援 

家具等転倒防止事業 
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（２）災害に強いまちづくり 

〇風水害等の災害を最小限にくいとめるためには、「自分の家やまちは自分で守る」という一人

ひとりの防災意識の高揚とともに、自主防災組織の強化等、地域における防災意識の高揚を

図ることが重要となります。 

〇広報やＳＮＳなど多様なツールを用いて防災に関する情報発信を行うことで、市民一人ひとり

の防災意識の啓発を行うとともに、災害発生時における安全な場所への迅速な避難及び浸

水等による被害を軽減できるよう、ハザードマップの周知を行います。 

〇地域における防災訓練等の各種防災対策や自発的な防災活動計画の作成、災害時要援護

者への円滑な支援体制の構築などに向けた取組を支援します。 

〇災害時に特に支援が必要となる要援護者については、災害時要援護者台帳の登録者数を増

やし、台帳の提供先についても総代や民生・児童委員だけでなく地域支援者の登録を進めま

す。また、緊急時には警察や消防署といった機関にスムーズに情報提供ができるように検討会

を行い、地域全体で支える仕組みを構築し、安全・安心なまちづくりを進めます。 

 

【主な取組施策】 

防災に係る意識啓発の推進 

自主防災組織の支援 

ハザードマップの周知 

地区防災計画の作成支援 

蒲郡市災害時要援護者支援事業 

 

〇関連する計画 

・蒲郡市耐震改修促進計画       ・蒲郡市地域防災計画 
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基本目標４ 空家の流通促進と発生の抑制 

空家の活用と危険な空家の適正な管理や除却、発生の抑制を進めるとともに、市民や民間に

よる活用の促進に向けた施策を進めます。 

 

（１）空家の利活用の推進 

〇住宅が密集する市街化区域において空家等が多くなっており、今後、人口減少や高齢化の進

行により空家等が更に増加することが見込まれていることから、空家の有効活用と空家を活

用した移住定住の促進を図るため、空家の流通促進に向けた取組を行います。 

〇「空き家バンク」に関する情報を市のホームページに掲載するなど、市役所及び公共施設の窓

口において情報提供を行います。 

 

【主な取組施策】 

「空き家バンク」の周知と利用促進（資料４ 項番8,9の対応） 

空家の情報提供（再掲） 

 

（２）空家の適正管理・予防 

〇空家等が周辺環境にもたらす問題や空家対策の取組について、空家セミナーを実施するなど

情報発信を行い、所有者をはじめ市民全体の意識の向上や理解の促進を図ります。また、空

家の適正管理や有効活用に関する相談会を実施し、空家の発生の未然防止及び空家の解

消を図ります。 

〇空家の発生の未然防止には、現在生活実態がなく物置等として使用している住宅や、将来住

まなくなる予定の住宅についても、空家等となる前の段階で適正管理や有効活用に対する意

識を高めるための啓発を行います。 

〇地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす老朽化した危険な空家等については、適切な解体、

除却に対する支援を行います。 

 

【主な取組施策】 

空家セミナー・相談会の実施（資料４ 項番8,9の対応） 

空家等の適切な管理に対する所有者意識を高めるための啓発 

（資料４ 項番8,9の対応） 

危険空家の解体への支援 

 

〇関連する計画 

・蒲郡市空家等対策計画 
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基本目標５ 質の高い住宅とニーズに応じた住宅・住環境の整備 

安心して住み続けられる質の高い住宅形成を図るとともに、世帯構成等によって異なるニー

ズに応じた住まい方が選択できるような施策や、環境に配慮した住まいを促進する施策を進め

ます。 また、誰もが安心して暮らし、気軽に外出することができるような住環境の整備を図ります。 

 

（１）世代を超えて長く使い続けることができる良質な住宅ストックの形成 

〇家族構成の変化による間取りの変更やライフステージに応じた住まいに関する情報を提供す

るとともに、市民が安心して相談できる専門家や信頼できる事業者を紹介するなど、安心して

リフォームが実施できる環境づくりを行います。 

〇高齢化による住宅のバリアフリー化、在宅の障がい者への手すり、スロープ等の購入に対する

補助など、ライフスタイルに応じて適切に住宅の改修を実施することにより、住まいの快適性が

向上するとともに、住宅ストックの質の向上や持続性の確保につながります。 
 

【主な取組施策】 

住宅リフォームに関する情報提供の充実 

介護保険サービスによる住宅改修支援事業（再掲） 

障がい者の日常生活用具給付等事業（再掲） 

 

（２）環境に配慮した住まいづくり  

〇本市の家庭から排出される温室効果ガスは、市域全体の排出量の概ね 16～18％を占めて

おり、減少傾向にあるものの、核家族化の進行や高齢化による冷暖房需要の増加などの要因

により、今後はそれほど減少しない可能性もあります。 

〇各家庭において、省エネ性能の高い設備や家電製品、エネルギー効率の高い住宅や建築物

などの普及を図るとともに、エネルギーの見える化や一元管理システムの導入を促進し、効率

的なエネルギー利用を進めます。 

〇環境への影響が少ない（排出係数が低い）太陽エネルギー（太陽光・太陽熱）などの再生可

能エネルギー設備の導入に向けた支援を行います。 
 

【主な取組施策】 

蒲郡市住宅用地球温暖化対策設備導入への支援 
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（３）人にやさしいまちづくりの推進 

〇高齢者や障がい者など、誰もが安心して暮らし、気軽に外出することができるように、当事者と

直接意見交換を行い、誰もが利用しやすい公共施設の整備を推進します。 

〇誰もが安全に安心して生活できるように移動しやすい環境を整備するため、段差の解消など

歩道整備を進めます。 
 

【主な取組施策】 

公共施設のバリアフリー化の推進（資料４ 項番３の対応） 

人にやさしい歩道整備事業の推進 

 

（４）安心・安全で快適な住環境の整備 

〇地域や警察、防犯協会など防犯関係団体との連携を深め、地域の防犯体制の整備・充実を

図り、地域の犯罪を未然に防ぐ活動を推進します。 

〇狭あい道路についても、建替時などの後退用地の確保や適切な管理をお願いするとともに、

拡幅について検討していきます。 

〇土地区画整理事業による居住地の形成とあわせて、多様化する市民の価値観・ニーズに対応

するため、市民との協働による周辺エリアの特性を考慮した公園整備を推進します。 

 

【主な取組施策】 

防犯カメラの設置推進 

防犯啓発活動の実施 

狭あい道路拡幅事業の推進（資料４ 項番1１の対応） 

公園の整備推進 

 

〇関連する計画 

・蒲郡市高齢者福祉計画                ・蒲郡市障害者計画 

・蒲郡市地球温暖化対策実行計画        ・蒲郡市人にやさしい街づくり基本計画 
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基本目標６ 蒲郡の魅力を活かしたまちづくり 

蒲郡市の海と山を望む豊かな自然環境や鉄道・幹線道路の利便性、鉄道駅周辺に居住・都

市機能が集積したコンパクトな都市構造等の特性を活かし、都市としての魅力を高めるとともに、

企業誘致など雇用の場の充実を図り、市外からも住んでみたいと思う住環境を創出するための

施策を進めます。 

また、蒲郡市の地域資源を活かした暮らしに関する情報を発信し、定住を促進する施策を進

めます。 

 

（１）蒲郡の特性を活かしたまちづくり 

〇本市は、海から山にかけ変化に富んだ景観が魅力です。市民等との協働により、本市の重要

な地域資源である眺望景観の保全・向上に取り組んでいきます。 

〇鉄道駅周辺に多くの住民が居住し、同時に医療･商業等の各施設が存在していることから、

徒歩圏内に生活利便施設が多いコンパクトなまちが形成されています。人口減少が進行す

る中でも一定のエリアで人口密度を維持する取組を行うことで、現在の都市構造を活かした

住まいを中心とした徒歩圏の生活の充実を図ります。 

〇本市は、渥美半島と知多半島に囲われた海辺の観光地で、三河湾国定公園に指定されてい

ます。また、海岸線沿いに 4 つの温泉地が有り、県内で最も温泉宿泊施設が集まっています。

さらに、温暖な気候を活かしたみかんの栽培がさかんで、特にハウスみかんについては日本

有数の出荷量があります。これらの多種な地域資源を活用し、磨き上げることで、温泉・地元

漁港からの海の幸やみかんなどの食材・マリンスポーツなどを親しみ、楽しむことで蒲郡の魅

力を伝えていきます。 

〇蒲郡の魅力を広く周知していくため、定住促進プロモーションや SNS での写真や映像の掲

載などの様々な形で蒲郡の魅力を発信し、誰もが訪れたくなる観光都市、住み続けたいまち、

住んでみたいまちづくりを推進し、移住や定住を促進します。 

 

【主な取組施策】 

景観計画に基づく届出制度の適切な運用 

立地適正化計画の推進（資料４ 項番１2の対応） 

自然資源、地域資源を活かした体験プログラムの推進 

SNSやマスメディアを活用した情報発信（資料４ 項番１3の対応） 

定住促進プロモーション 
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（２）地域産業の活性化と定住促進 

〇地域産業の活性化においては、市内企業の再投資の推進や市外企業の新規立地の推進を

行うとともに、中心市街地における商業機能の強化のため、中心市街地活性化事業に対する

補助制度の周知を行うとともに、市内の中小企業に対し、資金調達を容易にする融資制度の

周知や活用の促進を行います。 

〇創業希望者や新事業の展開を目指す事業者に対し、必要なノウハウを学ぶ場や交流の場を

提供するなど創業を支援する「がまごおり創業支援ネットワーク」の周知を行うとともに、新規

出店者が開業しやすい環境を整備するために、空き店舗の利活用制度の実施を検討します。 

〇今後も人口が減少することが見込まれているため、定住を促進する取組が必要となってきます。

定住においては、地域産業や雇用を分けて考えることは難しいことから、市内製造業の情報を

掲載した「モノづくりパンフレット」による企業 PR を行うとともに、製造業以外の市内企業の情

報を掲載した「企業紹介パンフレット」による市内企業の PR や人材確保の推進を図ります。 

 

【主な取組施策】 

市内企業の再投資の推進及び市外企業の新規立地の推進 

（資料４ 項番１5の対応） 

中心市街地活性化促進事業に対する補助制度の実施 

がまごおり創業支援ネットワークの周知、活用の促進 

空き店舗の利活用制度の実施検討 

モノづくりパンフレットによる市内製造業PR（資料４ 項番１5の対応） 

企業紹介パンフレットによる市内企業PRと人材確保の推進 

（資料４ 項番１5の対応） 
 

〇関連する計画 

・蒲郡市景観計画 

・蒲郡市立地適正化計画 

・改訂・蒲郡市観光ビジョン 

・蒲郡市都市計画マスタープラン 

・地域未来投資促進法に基づく基本計画 
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将来指標 

本計画を進めるにあたっては、各基本目標に向けた施策の進捗状況の目安となる成果指標を

掲げるとともに、その成果となる数値を定期的に把握します。 

 

〇基本目標１ 世帯のニーズに合った住まい方への対応 

指標 
現状値 

（令和 2 年） 

中間値 

（令和 7 年） 

目標値 

（令和 12 年） 
出所・根拠等 

高齢者の居住する住宅の一定の 

バリアフリー化率 
 
（平成 30年） 

 
（令和 5 年） 

 
（令和 10 年） 

住宅・土地 

統計調査 

本市が子育てしやす

いまちだと「思う」・

「どちらかというと思

う」保護者の割合 

就学前保護者 72.7％ 
（平成 30年） 

80％ 
（令和 5 年） 

  ％ 蒲郡市 

子ども・子育て

支援計画 小学生保護者 64.5％ 
（平成 30年） 

75％ 
（令和 5 年） 

  ％ 

 

〇基本目標２ 住宅確保要配慮者の居住の安定確保 

指標 
現状値 

（令和２年） 

中間値 

（令和 7 年） 

目標値 

（令和 12 年） 
出所・根拠等 

市営住宅の住戸内改修 5 104 173 
蒲郡市営住宅 

長寿命化計画 

 

〇基本目標３ 災害に備える住まい・まちづくり 

指標 
現状値 

（令和２年） 

中間値 

（令和 7 年） 

目標値 

（令和 12 年） 
出所・根拠等 

住宅の耐震化率 59.6％ 
71％ 

（令和 8 年） 
   ％ 

蒲郡市耐震改

修促進計画 

 

〇基本目標４ 空家の流通促進と発生の抑制 

指標 
現状値 

（令和２年） 

中間値 

（令和 7 年） 

目標値 

（令和 12 年） 
出所・根拠等 

「空き家バンク」成約件数 7 件 32 件 57 件 建築住宅課 
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〇基本目標５ 質の高い住宅とニーズに応じた住宅・住環境の整備 

指標 
現状値 

（令和２年） 

中間値 

（令和 7 年） 

目標値 

（令和 12 年） 
出所・根拠等 

蒲郡市住宅用地球温暖化対策設備

（一体的導入）導入費補助件数 
19 件 

（令和元年） 
36 件 50 件 環境清掃課 

 

〇基本目標６ 蒲郡の魅力を活かしたまちづくり 

指標 
現状値 

（令和２年） 

中間値 

（令和 7 年） 

目標値 

（令和 12 年） 
出所・根拠等 

転出入者数    

蒲郡市まち・ 

ひと・しごと 

創生総合戦略 

居住誘導区域の人口密度    

蒲郡市 

立地適正化 

計画 
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第５章 計画の推進にあたって 

 

人口減少、少子高齢化の進展により、行財政運営が厳しくなるなかで、魅力ある住まい・まちづ

くりを推進していくためには、計画的・効率的に施策に取り組むための庁内体制を構築する必要が

あります。また、住生活基本計画における基本理念を実現するためには、計画の進行状況を把握し

ながら、施策の評価、適切な見直しを行うための進行管理を行うとともに、市民や民間事業者など、

多様な主体との連携を図り、総合的に施策を推進することも必要となります。 

 

１．庁内体制の構築と連携 

○住まい・まちづくりのための施策は、福祉や子育て支援、防犯・防災、都市整備、環境、産業、

市民活動支援など多岐にわたるため、広く「居住政策」の推進を進めます。 

○このため、施策相互の連携に配慮するとともに、蒲郡市総合計画の推進により本計画の推

進を図ります。 

〇ＰＤＣＡサイクルによる評価・検証を毎年行うことで、施策の検証や見直し、進捗状況の把握

による成果や課題を整理し、庁内の連携による計画的・効果的な推進を図ります。 

 

２．民間事業者との連携 

○本市は西三河と東三河地域にまたがる住宅市場の一翼を担っていますが、市内での住み

替え・市内定住を行いやすくするためには、民間事業者と連携した居住環境の魅力向上や

市内での雇用の拡大に向けた取組も必要であり、市内での暮らしの充実を図ります。 

○このため、たとえば少子高齢社会への移行に伴うニーズや耐震対策のニーズをビジネスチ

ャンスとして捉える事業者の育成や、東西の結節点としての利便性や、温暖で自然に恵まれ

た特性を活かした住宅供給などの事業を促すために、市内外への PR を行います。 

 

３．市民との連携 

○長寿社会においては、市民一人ひとりが自らの暮らし方を考えることと、住まい・まちづくりに

対する関心を高めて参画することが必要です。 

○このため、がまごおり市民まちづくりセンターや市民団体、地域組織とともに、今までの活動

を活かしながら、住まいづくりについての啓発や、住まい・まちの改善活動に取り組む必要

があります。 

 

４．計画の進行管理 

本計画の施策の進行状況をＰＤＣＡサイクル

により毎年評価・検証を行うとともに、国の動向

や社会経済情勢の変化、上位計画や関連計画

の見直しなどを鑑みながら、適宜、必要に応じ

て施策や将来指標等をはじめとする、本計画の

見直しを行います。 

PLAN 

DO ACTION 

CHECK 
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